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ＩＣＴ活用工事及び週休２日実施工事に関する証明書発行実施要領 
 

 

（趣旨） 

第１  建設産業において，就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか，将来にわたり安定

的に社会資本を整備及び維持していくためには，建設現場におけるＩＣＴを活用しての省

力化・効率化による生産性向上や，若手技術者等の確保・育成のための週休２日確保によ

る就労環境改善が求められている。 

本要領は，ＩＣＴ活用工事及び週休２日実施工事の取組をさらに推進するための証明書

発行の実施に当たり，必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２ 証明書発行の対象工事は，ＩＣＴ活用工事及び週休２日実施工事で，かつ，宮城県が

発注する工事とする。 

２ ＩＣＴ活用工事に関する証明書については，宮城県建設工事総合評価落札方式の手引き

における「ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案」の評価項目で，「ＩＣＴ施工・３次元化等

の活用提案 工事計画書」に記載されている施工プロセスについて１項目以上実施した工

事又は平成２９年度から平成３０年度に実施したＩＣＴ活用モデル工事でＩＣＴ土工若し

くはＩＣＴ舗装工を全面活用した工事で，かつ，これらの完成検査に合格した工事の監理

技術者又は主任技術者に発行するものとする。 

３ 週休２日実施工事に関する証明書については，平成２９年度以降の週休２日モデル工事

で４週８休以上の現場閉所を達成し，完成検査に合格した工事の監理技術者又は主任技術

者に発行するものとする。 

 

（実施方法） 

第３ 証明書の発行は，令和元年９月１日までに完成した工事は土木部事業管理課長が発行

し，令和元年９月２日以降に完成した工事は，各発注機関の公所長が行うものとする。 

なお，発行手続については下記のとおり，工事の完成日によって異なるため留意するこ

と。 

（１）令和元年９月１日までに完成した工事 

   土木部事業管理課は，完成検査時の調書等を基に令和元年９月１日までに完成した「Ｉ

ＣＴ活用工事」又は「週休２日実施工事」の証明書発行対象工事の監理技術者又は主任

技術者を確認する。証明書の発行対象となることが確認できれば，発行日を令和元年９

月２日付けで「ＩＣＴ活用証明書」（別紙１）又は「週休２日実施証明書」（別紙２）を作

成し，受注者宛て発行する。 

なお，発行後は，土木部事業管理課長より対象工事の発注機関の公所長宛て，証明書発

行管理リスト（別紙３－１又は３－２）を送付し，発注機関にて適切に管理する。 

（２）令和元年９月２日以降に完成した工事 

   監督員は，完成検査完了時までに当該工事が証明書発行対象となるか確認し，当該工



2 
 

事が対象工事と認められる場合は，発行日を完成検査日として「ＩＣＴ活用証明書」（別

紙１）又は「週休２日実施証明書」（別紙２）を受注者あて発行する。また，不合格の場

合は，発行しないものとする。 

なお，発行後は，証明書発行管理リスト（別紙３－１又は３－２）で適切に管理する。  

 

（証明書の管理） 

第４ 発行の窓口となる発注機関は，「証明書発行管理リスト」（別紙３－１又は３－２）を

作成し，発行した証明書の写しとともに保管しておくこと。また，作成した証明書発行管

理リスト（別紙３－１及び３－２）については，更新した都度，職員ポータルの共有フォ

ルダ（全庁共有（新）/０３所属別/０７土木部/１０８事業管理課/証明書発行管理リスト）

に保存すること。 

  なお，証明書発行管理リストと証明書の写しは，紛失しないように適切に管理すること。 

 

（証明書の再発行） 

第５ 発行した証明書について，受注者から再発行に関して問い合わせがあった場合は，「証

明書発行管理リスト」や証明書の写しを確認した上で，再発行すること。 

 

附  則 

  この要領は，令和元年９月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


